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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 滅 菌 プ ロ セ ス を 施 す べ き 物 品 を 監 視 す る 方 法 で あ っ て 、
　 ａ ） 滅 菌 プ ロ セ ス の 有 効 性 に 関 す る 情 報 を 提 供 し 得 る 滅 菌 表 示 器 と 、 前 記 滅 菌 プ ロ セ ス
を 施 す べ き 物 品 と 、 前 記 滅 菌 表 示 器 か ら 情 報 を 獲 得 し 得 る 読 み 取 り 装 置 と 、 前 記 滅 菌 表 示
器 お よ び 前 記 物 品 に 関 連 し た 情 報 を 処 理 す る た め の 処 理 手 段 と を 提 供 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｂ ） 前 記 滅 菌 表 示 器 と 前 記 物 品 と に 前 記 滅 菌 プ ロ セ ス を 施 す ス テ ッ プ と 、
　 ｃ ） 前 記 読 み 取 り 装 置 に よ っ て 前 記 滅 菌 表 示 器 か ら 情 報 を 読 み 取 る ス テ ッ プ と 、
　 ｄ ） 前 記 処 理 手 段 に よ っ て 前 記 滅 菌 表 示 器 か ら の 情 報 と 前 記 物 品 と を 関 連 付 け る ス テ ッ
プ と を 備 え る 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 滅 菌 表 示 器 が 生 物 学 的 表 示 器 で あ り 、 前 記 読 み 取 り 装 置 が 前 記 生
物 学 的 表 示 器 の 蛍 光 を 読 み 取 り で き る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 滅 菌 表 示 器 が バ ー コ ー ド の 少 な く と も 一 部 分 を 形 成 す る 化 学 的 表
示 器 で あ り 、 前 記 読 み 取 り 装 置 が バ ー コ ー ド リ ー ダ で あ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 滅 菌 プ ロ セ ス を 施 す べ き 物 品 を 追 跡 す る 方 法 で あ っ て 、
　 滅 菌 プ ロ セ ス が 失 敗 し た か ど う か を 表 示 で き る 滅 菌 表 示 器 を 提 供 す る ス テ ッ プ と 、
　 コ ン ピ ュ ー タ を 提 供 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 物 品 に 関 す る 情 報 を 前 記 コ ン ピ ュ ー タ の メ モ リ 内 に 記 憶 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 物 品 と 前 記 滅 菌 表 示 器 と を 実 質 的 に 不 透 明 な 滅 菌 パ ッ ク 内 に 配 置 し て 、 前 記 パ ッ ク
を 閉 鎖 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 滅 菌 パ ッ ク に 滅 菌 手 順 を 施 す ス テ ッ プ と 、
　 読 み 取 り 装 置 に よ っ て 前 記 滅 菌 表 示 器 の 結 果 を 読 み 取 る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 滅 菌 手 順 が 失 敗 し た か ど う か を 決 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 滅 菌 プ ロ セ ス が 失 敗 し た か ど う か の 前 記 決 定 に 基 づ き 前 記 物 品 の 使 用 を 制 御 す る ス
テ ッ プ と を 備 え る 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 滅 菌 プ ロ セ ス を 施 す べ き 物 品 を 監 視 す る た め の シ ス テ ム で あ っ て 、
　 ａ ） デ ー タ を 記 憶 媒 体 に 記 憶 す る た め の 記 憶 手 段 と 、
　 ｂ ） 監 視 下 の 滅 菌 表 示 器 か ら 滅 菌 表 示 器 デ ー タ を 読 み 取 っ て 、 前 記 記 憶 媒 体 に 前 記 滅 菌
表 示 器 デ ー タ を 記 憶 す る た め の 第 １ の 手 段 と 、
　 ｃ ） 滅 菌 サ イ ク ル を 施 す べ き 物 品 に 関 連 し た 在 庫 デ ー タ を 受 信 し て 、 該 在 庫 デ ー タ を 前
記 記 憶 媒 体 に 記 憶 す る た め の 第 ２ の 手 段 と 、



　 ｄ ） 前 記 滅 菌 表 示 器 デ ー タ と 前 記 在 庫 デ ー タ と の 関 係 を 確 立 す る た め の 第 ３ の 手 段 と 、
　 ｅ ） 滅 菌 サ イ ク ル を 施 す べ き 前 記 物 品 が 使 用 し 得 る か ど う か を 決 定 す る た め の 処 理 手 段
と を 備 え る シ ス テ ム 。
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